
 

5 月の生活目標 「時間いっぱい、一生懸命そうじをしよう！」 

～ みんなが気持ちよくすごせる 笑顔あふれる学校にしよう ～ 

中央小３つの約束 しっかり「あいさつ」 しっかり「そうじ」 しっかり「聴く」 

   ◎「役に立つ喜びを知る子」を育てる   ◎児童一人ひとりの「自分への信頼」を醸成する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大津市内の小中学校では、「いじめのない学校」をめざすべく、各校ごとに「いじめ防止基本方針」を策定し取組をすす

めるとともに、毎年見直しを行っています。本校では、いじめの未然防止が何よりも大切と考え、全教職員が心を一つにし

て、以下の取組を行っています。 

【主な取組】 

・いじめなくしてハッピー委員会主体による、いじめ防止啓発活動  

・ハッピースマイル委員会（児童会）主体による「あいさつ運動」の実施  

・たてわり活動など児童主体の活動  

・よく考え、わかる授業の実施、一人ひとりを大切にした授業づくり  

・6 月と 10 月に「命の尊さ」「人への信頼」「思いやり」に関わる道徳の授業の実施  

・高学年児童に専門家によるいじめ問題・人権教育の授業を実施  

・インターネット上のいじめ防止を含む情報モラル教育の実施  

・毎月末金曜日の朝にリラックスタイムの実施  

・一人ひとりの児童を理解する教育相談月間 

・年間５回、児童に「あいうえおアンケート」を実施 
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 中央小学校 生徒指導だより R6.5.10 

※ 中央小 HPに「令和６年度中央小いじめ防止基本方針」を 

掲載していますのでご覧下さい。 裏面もご覧ください。 

中央小学校いじめ防止基本方針について 

6 月はいじめ防止月間です。各学級でいじめ防止行動宣言を策定し、児童会主体の取組等
を行う予定です。今後も、すべての児童が安心して生活し、学ぶことができる学級・学校作
りに取り組んでいきますので、引き続き皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

あたたかく過ごしやすい季節となり、放課後や休日にも、たくさんの子どもたちが外で元気に遊ぶ姿が見られます。遊び

のルールや門限の時間など、今一度ご家庭でお子さんと一緒にルールを決めていただき、確認していただきますようによろ

しくお願いいたします。（以下を参考とし、ルールを考えていただければ幸いです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○交通事故、水辺の事故の防止を。 

交通ルールを守り、交通事故（特に自転車での事故）防止につとめましょう。 

 水辺での遊びの際には、必ず大人に付き添ってもらいましょう。 

○火遊びなど生命に関わる遊びの禁止を。 

自分の命、みんなの命を大切にする意識を持ちましょう。 

○不審者への注意・外出時の約束（行き先や帰る時刻など）の徹底を。 

 事件や事故に巻き込まれないようにしましょう。万一の場合はすぐに警察に通報を。 

○規則正しい生活を。 

 生活のリズムが大きく変わらないように努めましょう。早寝早起き朝ごはんの意識を持ち、生活しましょう。 

○携帯電話等の正しい使い方を。 

 携帯電話やスマートフォン等の利用、インターネットを使う場合は、正しい使い方を考えましょう。 

１年生 交通安全教室 
8 日（水）に、交通安全協会、子ども安全リーダーの方にご協力いただき交通安全教室を行いまし

た。道路の歩き方や横断歩道・踏切の渡り方について実際に学校の周囲を歩きながら学びました。体

験を通して学ぶことで交通安全についての意識を高めることにつながったのではないかと思います。  

またご家庭でも交通ルール等についてお話ししていただきたいです。よろしくお願いします。  


